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定
額
残
業
代
と
し
て
の
営
業
手
当
の
有
効
性
と
割
増
賃
金
請
求

⎩ ――⎧
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
事
件

（
東
京
高
判
平
成
二
六
・
一
一
・
二
六
労
判
一
一
一
〇
号
四
六
頁
）⎭ ――⎫

岡

本

舞

子

【
事
実
の
概
要
】

１

本
件
訴
訟
と
当
事
者

本
件
は
、
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の
運
営
、
自
動
車
賃
貸
等
を
営
む

被
控
訴
人
（
一
審
被
告
）
Ｙ
社
と
の
間
で
雇
用
契
約
を
締
結
し
て
い

た
控
訴
人
（
一
審
原
告
）
Ｘ
が
、
Ｙ
に
対
し
、
平
成
二
三
年
三
月
分

か
ら
二
五
年
（
以
下
、
判
旨
の
引
用
を
除
き
「
平
成
」
を
省
略
）
二

月
分
ま
で
の
時
間
外
労
働
に
対
す
る
割
増
賃
金
（
労
基
法
三
七
条
一

項
）
及
び
付
加
金
（
同
法
一
一
四
条
）、
遅
延
損
害
金
、
遅
延
利
息

の
支
払
を
請
求
し
た
事
案
で
あ
る
。

２

労
働
契
約
の
内
容

Ｘ
は
一
六
年
二
月
頃
に
Ｙ
に
入
社
し
、
二
五
年
二
月
一
九
日
に
退

職
し
た
。
Ｘ
と
Ｙ
の
間
の
労
働
契
約
の
内
容
は
、
二
三
年
三
月
以
降

に
お
い
て
、
月
給
制
で
所
定
労
働
時
間
は
八
時
間
で
あ
っ
た
。
労
働

契
約
に
お
け
る
一
か
月
の
平
均
所
定
労
働
時
間
は
、
二
三
年
と
二
五

年
が
一
七
二
時
間
四
〇
分
、
二
四
年
が
一
七
三
時
間
二
〇
分
で
あ
る
。

３

賃
金
体
系
の
変
更

（
１
）
賃
金
規
定

Ｙ
は
一
七
年
五
月
三
一
日
、
就
業
規
則
の
一
部
で
あ
る
賃
金
規
定

を
変
更
し
た
こ
と
を
横
浜
北
労
働
基
準
監
督
署
に
届
け
出
た
。
こ
の

変
更
後
の
賃
金
規
定
で
は
、
賃
金
体
系
は
①
基
本
給
、
②
手
当
給
、

③
業
績
給
、
④
プ
ロ
セ
ス
評
価
給
、
⑤
通
勤
手
当
で
構
成
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
う
ち
、
②
手
当
給
に
つ
い
て
は
、

時
間
外
手
当
、
深
夜

手
当
、
休
日
出
勤
手
当
の
総
額
を
見
込
ん
だ
額
と
し
ま
す
」
と
規
定

さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
給
与
辞
令

Ｙ
が
Ｘ
に
交
付
し
た
一
七
年
五
月
二
〇
日
付
け
給
与
辞
令
に
は
、

以
下
の
記
載
が
あ
る
。
な
お
、
こ
の
「
給
与
辞
令
」
と
は
、
給
与
の
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内
訳
等
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
賃
金
規
定
や
労
働
契
約
に
根
拠
づ

け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

・
基
本
給

一
八
万
五
〇
〇
〇
円

・
営
業
手
当

一
二
万
五
〇
〇
〇
円

（
内
訳
）

時
間
外
勤
務
手
当

八
万
二
〇
〇
〇
円

休
日
出
勤
手
当

二
万
五
〇
〇
〇
円

深
夜
勤
務
手
当

一
万
八
〇
〇
〇
円

・
通
勤
手
当

三
三
六
〇
円

・
総
支
給
額

三
一
万
三
三
六
〇
円

（
３
）
賃
金
体
系
変
更
前
後
の
給
与
支
給
状
況

Ｙ
は
Ｘ
に
対
し
、
本
件
賃
金
体
系
の
変
更
前
の
一
七
年
一
月
分
か

ら
四
月
分
ま
で
は
、
基
本
給
二
〇
万
五
〇
〇
〇
円
、
住
宅
手
当
五
万

円
、
配
偶
者
手
当
一
万
五
〇
〇
〇
円
（
但
し
同
年
一
月
分
は
三
万

円
）、
資
格
手
当
二
〇
〇
〇
円
、
非
課
税
通
勤
費
三
三
六
〇
円
に
加

え
、
各
月
数
万
円
（
額
が
変
動
す
る
。）
の
時
間
外
手
当
を
支
給
し

て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
前
記
賃
金
規
定
の
改
定
時
で
あ
る
、
一
七
年
五
月
分

給
与
に
つ
い
て
は
、
基
本
給
一
八
万
五
〇
〇
〇
円
、
役
職
手
当
二
万

円
、
営
業
手
当
一
二
万
五
〇
〇
〇
円
、
時
間
外
手
当
一
〇
万
一
一
九

二
円
、
非
課
税
通
勤
費
三
三
六
〇
円
を
支
給
し
た
。
ま
た
、
同
年
六

月
分
か
ら
同
年
一
二
月
分
ま
で
は
、
基
本
給
一
八
万
五
〇
〇
〇
円
、

営
業
手
当
一
二
万
五
〇
〇
〇
円
、
非
課
税
通
勤
費
三
三
六
〇
円
（
本

件
給
与
辞
令
の
記
載
と
同
額
）
を
支
給
し
た
。

（
４
）
請
求
期
間
に
お
け
る
給
与
支
給
状
況

Ｙ
は
Ｘ
に
対
し
、
Ｘ
と
の
間
の
労
働
契
約
に
基
づ
き
、
二
三
年
三

月
か
ら
二
五
年
二
月
ま
で
の
間
、
以
下
の
と
お
り
、
基
本
給
及
び
営

業
手
当
を
支
給
し
た
。

（
基
本
給
）

（
営
業
手
当
）

二
三
年
三
月
分
〜
七
月
分

二
四
万
五
〇
〇
〇
円

一
八
万
円

同
年
八
月
分

二
五
万
円

一
八
万
円

同
年
九
月
分
〜
二
四
年
四
月
分

二
五
万
円

一
八
万
五
〇
〇
〇
円

同
年
五
月
分
〜
同
年
一
〇
月
分

二
四
万
五
〇
〇
〇
円

一
八
万
円

同
年
一
一
月
分
〜
二
五
年
一
月
分

二
四
万
円

一
七
万
五
〇
〇
〇
円

同
年
二
月
分

一
七
万
一
四
二
九
円

一
一
万
七
八
五
八
円

こ
の
間
、
上
記
に
加
え
、
各
月
に
お
い
て
「
非
課
税
通
勤
費
」
が

支
給
さ
れ
、
ま
た
、
二
三
年
九
月
分
に
お
い
て
五
〇
〇
〇
円
、
二
四

年
一
月
分
に
お
い
て
四
〇
〇
円
の
「
そ
の
他
手
当
」
が
支
給
さ
れ
た
。

（法政研究82-４- ）132 1250

判例研究



そ
こ
で
Ｘ
は
営
業
手
当
の
支
払
が
割
増
賃
金
の
支
払
と
し
て
有
効

で
は
な
い
と
し
て
、
Ｙ
に
対
し
時
間
外
労
働
に
対
す
る
割
増
賃
金
を

請
求
し
た
。

４

原
審
の
判
断
と
訴
訟
の
経
緯

（
１
）
原
審
（
横
浜
地
判
平
成
二
六
・
四
・
三
〇
労
判
一
一
一
〇
号
五

五
頁
）
の
争
点
は
、
①
実
労
働
時
間
、
②
基
礎
単
価
、
③
営
業
手
当

に
つ
い
て
で
あ
る
。
原
審
は
、
争
点
③
営
業
手
当
に
つ
い
て
、
以
下

の
よ
う
に
判
示
し
、
時
間
外
労
働
の
対
価
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る

と
判
断
し
た
。

賃
金
規
定
（
…
…
）
に
お
い
て
営
業
手
当
が
『
時
間
外
手
当
、

深
夜
手
当
、
休
日
出
勤
手
当
の
総
額
を
見
込
ん
だ
額
と
し
ま
す
。』

と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
」、

給
与
辞
令
（
…
…
）
に
お
い
て
も
営

業
手
当
の
内
訳
と
し
て
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
出
勤
手
当
、
深
夜

勤
務
手
当
が
賃
金
額
と
と
も
に
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

営
業
手
当
は
、
労
働
基
準
法
三
七
条
一
項
に
定
め
る
残
業
代
の
支
払

い
に
代
わ
る
性
質
を
有
す
る
も
の
と
し
て
支
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
実
質
的
に
見
て
も
、
営
業
手
当
が
時
間
外
手
当
、

深
夜
手
当
、
休
日
出
勤
手
当
に
代
わ
る
手
当
以
外
の
性
質
を
も
っ
た

賃
金
で
あ
る
と
伺
わ
（ママ）

せ
る
証
拠
は
な
い
。」

割
増
賃
金
に
相
当
す
る
賃
金
が
営
業
手
当
と
し
て
明
示
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
何
時
間
分
の
時
間
外
労
働
に
対
す
る
対
価
で
あ
る

か
は
、
計
算
に
よ
り
容
易
に
算
出
可
能
で
あ
る
。」

以
上
に
よ
れ
ば
、
Ｙ
に
よ
る
営
業
手
当
の
支
払
い
は
、
時
間
外

労
働
の
対
価
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。」

そ
し
て
、
原
審
は
、
基
本
給
を
算
定
基
礎
と
し
て
算
定
さ
れ
た
残

業
代
か
ら
営
業
手
当
と
し
て
支
払
わ
れ
た
額
を
控
除
し
、
未
払
割
増

賃
金
一
万
四
三
四
二
円
と
同
額
の
付
加
金
、
遅
延
損
害
金
の
支
払
を

命
じ
た
。

（
２
）
こ
れ
を
不
服
と
し
て
Ｘ
が
控
訴
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。
Ｘ

は
本
件
営
業
手
当
の
支
払
は
割
増
賃
金
の
支
払
と
し
て
有
効
で
は
な

い
と
主
張
し
、
仮
に
有
効
で
あ
っ
た
と
し
て
も
本
件
賃
金
体
系
の
変

更
が
無
効
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
本
件
の
争
点
は
、
①
本
件
営
業
手

当
の
支
払
が
割
増
賃
金
の
支
払
と
し
て
有
効
か
お
よ
び
②
本
件
賃
金

体
系
の
変
更
の
有
効
性
で
あ
る
。
本
判
決
は
争
点
①
の
検
討
に
よ
り

営
業
手
当
の
定
額
残
業
代
と
し
て
の
有
効
性
を
否
定
し
た
た
め
、
予

備
的
に
主
張
さ
れ
た
争
点
②
に
つ
い
て
は
判
断
を
示
し
て
い
な
い
。

【
判
旨
】
控
訴
一
部
認
容
（
原
判
決
一
部
変
更
）

１

争
点
①

本
件
営
業
手
当
の
支
払
が
割
増
賃
金
の
支
払
と
し
て

有
効
か
、
に
つ
い
て

（
１
）

本
件
給
与
辞
令
に
は
、『
基
本（マ
本マ）
給

一
八
万
五
〇
〇
〇
円
』、
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『
営
業
手
当

一
二
万
五
〇
〇
〇
円
』
と
の
記
載
が
あ
る
ほ
か
、
営

業
手
当
の
内
訳
と
し
て
『
時
間
外
勤
務
手
当

八
万
二
〇
〇
〇
円
』、

『
休
日
出
勤
手
当

二
万
五
〇
〇
〇
円
』、『
深
夜
勤
務
手
当

一
万

八
〇
〇
〇
円
』
の
記
載
が
あ
り
、
こ
の
記
載
に
基
づ
け
ば
、
本
件
営

業
手
当
が
、
時
間
外
、
休
日
、
深
夜
の
各
勤
務
手
当
、
す
な
わ
ち
割

増
賃
金
の
対
価
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
と
評
価
で
き
な
く
も
な

い
。」

（
２
）

Ｘ
の
一
月
の
平
均
所
定
労
働
時
間
が
一
七
三
時
間
前
後
で
、

こ
れ
に
対
す
る
基
本
給
が
月
額
二
四
〜
二
五
万
円
で
あ
る
こ
と
」

を
前
提
に
、
月
一
七
万
五
〇
〇
〇
円
〜
一
八
万
五
〇
〇
〇
円
の
営

業
手
当
全
額
が
時
間
外
勤
務
と
の
対
価
関
係
に
あ
る
も
の
と
仮
定
し

て
、
月
当
た
り
時
間
外
労
働
時
間
を
算
出
（
基
本
給
二
四
万
五
〇
〇

〇
円
、
営
業
手
当
一
八
万
円
、
所
定
労
働
時
間
一
七
三
時
間
と
し
て

算
出
）
す
る
と
、
下
記
の
計
算
式
の
と
お
り
と
な
り
、
こ
の
計
算
結

果
に
照
ら
す
と
、
営
業
手
当
は
お
お
む
ね
一
〇
〇
時
間
の
時
間
外
労

働
に
対
す
る
割
増
賃
金
の
額
に
相
当
す
る
こ
と
と
な
る
。

（
計
算
式
）

一
八
万
円
÷
一
・
二
五
）
÷

（
二
四
万
五
〇
〇
〇
円
÷
一
七
三
時
間
）＝

約
一
〇
一
時
間

労
基
法
三
二
条
は
、
労
働
者
の
労
働
時
間
の
制
限
を
定
め
、
同
法

三
六
条
は
、
三
六
協
定
が
締
結
さ
れ
て
い
る
場
合
に
例
外
的
に
そ
の

協
定
に
従
っ
て
労
働
時
間
の
延
長
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を

定
め
、
三
六
協
定
に
お
け
る
労
働
時
間
の
上
限
は
、
平
成
一
〇
年
一

二
月
二
八
日
労
働
省
告
示
第
一
五
四
号
（
三
六
協
定
の
延
長
限
度
時

間
に
関
す
る
基
準
）
に
お
い
て
、
月
四
五
時
間
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

一
〇
〇
時
間
と
い
う
長
時
間
の
時
間
外
労
働
を
恒
常
的
に
行
わ
せ
る

こ
と
が
上
記
法
令
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
か
ら
、
法
令
の
趣
旨
に
反
す
る
恒
常
的
な
長
時
間
労
働
を
是
認

す
る
趣
旨
で
、
Ｘ
・
Ｙ
間
の
労
働
契
約
に
お
い
て
本
件
営
業
手
当
の

支
払
が
合
意
さ
れ
た
と
の
事
実
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
本
件
営
業
手
当
の
全
額
が
割
増
賃
金
の
対
価
と
し
て
の

性
格
を
有
す
る
と
い
う
解
釈
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
既
に
採
用
し
難

い
。」

（
３
）

さ
ら
に
、
Ｙ
は
、
Ｘ
に
対
し
、
平
成
一
七
年
一
月
分
か
ら
四

月
分
ま
で
、
基
本
給
二
〇
万
五
〇
〇
〇
円
、
住
宅
手
当
五
万
円
、
配

偶
者
手
当
一
万
五
〇
〇
〇
円
（
た
だ
し
、
同
年
一
月
分
は
三
万
円
）、

資
格
手
当
二
〇
〇
〇
円
、
非
課
税
通
勤
費
三
三
六
〇
円
、
以
上
合
計

二
七
万
五
三
六
〇
円
に
加
え
、
各
月
数
万
円
の
時
間
外
手
当
を
支
給

し
て
い
た
が
、
そ
の
後
本
件
賃
金
体
系
変
更
が
行
わ
れ
、
平
成
一
七

年
六
月
分
か
ら
一
二
月
分
ま
で
の
支
給
額
は
、
基
本
給
一
八
万
五
〇

〇
〇
円
、
営
業
手
当
一
二
万
五
〇
〇
〇
円
、
非
課
税
通
勤
費
三
三
六

〇
円
、
以
上
合
計
三
一
万
三
三
六
〇
円
と
な
っ
た
」。

こ
の
よ
う
な

賃
金
体
系
の
変
更
が
行
わ
れ
た
実
質
的
な
理
由
は
本
件
全
証
拠
に
よ
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る
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
変
更
前
後
の
上
記
内
訳
、
金
額
に
照
ら
す

と
、
上
記
営
業
手
当
に
は
、
従
前
、
基
本
給
、
住
宅
手
当
、
配
偶
者

手
当
、
資
格
手
当
と
し
て
支
払
わ
れ
て
い
た
部
分
が
含
ま
れ
て
い
た

と
推
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
上
記
変
更
直
後
に
お
け
る
基
本
給
と
営
業
手
当
の
配
分
割

合
と
、
平
成
二
三
年
三
月
か
ら
平
成
二
五
年
二
月
ま
で
の
間
に
お
け

る
そ
れ
ら
の
配
分
割
合
に
大
き
な
変
化
は
な
い
こ
と
に
照
ら
す
と
、

本
件
営
業
手
当
の
支
給
が
開
始
さ
れ
た
月
か
ら
平
成
二
五
年
二
月
ま

で
の
間
に
、
本
件
営
業
手
当
の
性
質
に
変
化
が
あ
っ
た
と
は
認
め
難

い
。」

（
４
）

以
上
に
よ
れ
ば
」
本
件
給
与
辞
令
「
の
記
載
の
み
か
ら
本
件

営
業
手
当
の
全
額
が
割
増
賃
金
の
対
価
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
と

認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
他
に
こ
れ
を

認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
。
そ
し
て
、
本
件
営
業
手
当
は
、
割

増
賃
金
に
相
当
す
る
部
分
と
そ
れ
以
外
の
部
分
に
つ
い
て
の
区
別
が

明
確
と
な
っ
て
い
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
割
増
賃
金
の
支
払
と
認
め
る

こ
と
は
で
き
ず
、
本
件
営
業
手
当
の
支
払
に
よ
り
割
増
賃
金
の
支
払

義
務
が
消
滅
し
た
と
の
Ｙ
の
主
張
は
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」

２

Ｙ
が
支
払
う
べ
き
割
増
賃
金
の
金
額

本
件
営
業
手
当
は
、
基
本
給
と
と
も
に
、
割
増
賃
金
算
定
の
基

礎
賃
金
と
な
る
。」

よ
っ
て
、
Ｙ
は
Ｘ
に
対
し
、
未
払
割
増
賃
金
六
一
八
万
二
五
〇
〇

円
及
び
そ
れ
に
対
す
る
遅
延
損
害
金
等
の
支
払
義
務
が
あ
る
。

３

付
加
金
に
つ
い
て

Ｙ
に
対
し
て
は
付
加
金
の
支
払
は
命
じ
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ

る
。」

【
評
釈
】
結
論
賛
成

判
旨
一
部
疑
問

１

問
題
の
所
在

本
件
は
、
Ｘ
が
Ｙ
に
対
し
て
時
間
外
労
働
に
対
す
る
割
増
賃
金
の

支
払
を
求
め
た
事
案
で
あ
る
が
、
Ｙ
が
営
業
手
当
の
支
払
に
よ
り
割

増
賃
金
は
支
払
い
済
み
で
あ
る
と
主
張
し
た
こ
と
で
、
そ
の
点
が
主

た
る
争
点
と
な
っ
た
。

Ｙ
は
Ｘ
に
対
し
て
、
労
働
契
約
に
基
づ
き
基
本
給
と
営
業
手
当
を

支
払
っ
た
が
、
賃
金
規
定
（
事
実
３
（
１
））
に
は
手
当
給
に
つ
い

て
の
定
め
は
あ
る
も
の
の
、
営
業
手
当
に
つ
い
て
明
確
な
定
め
が
な

く
、
営
業
手
当
が
時
間
外
労
働
に
対
す
る
割
増
賃
金
の
対
価
と
し
て

支
払
わ
れ
た
の
か
定
か
で
は
な
い
。
そ
こ
で
営
業
手
当
の
性
格
を
ど

の
よ
う
に
評
価
す
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
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２

定
額
残
業
代
の
有
効
性
に
つ
い
て
の
判
断
枠
組
み

一
定
時
間
数
に
応
じ
た
時
間
外
手
当
等
を
定
額
で
支
払
う
定
額
残

業
代
は
、
一
般
に
、
①
一
定
額
の
賃
金
が
時
間
外
労
働
に
対
す
る
対

価
で
あ
る
こ
と
が
明
確
で
、
②
通
常
の
労
働
時
間
に
対
す
る
賃
金
に

当
た
る
部
分
と
割
増
賃
金
に
当
た
る
部
分
と
の
区
別
が
明
確
で
あ
り
、

③
当
該
手
当
が
法
所
定
の
割
増
賃
金
額
を
上
回
っ
て
い
る
限
り
は
、

労
基
法
三
七
条
違
反
に
は
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る１

）。

３

本
判
決
の
判
断
枠
組
み

本
判
決
は
、
給
与
辞
令
（
判
旨
１
（
１
））、
法
令
の
趣
旨
（
判
旨

１
（
２
））、
営
業
手
当
導
入
前
後
の
給
与
支
給
実
態
（
判
旨
１

（
３
））
を
判
断
材
料
と
し
て
、
営
業
手
当
の
性
格
を
実
質
的
に
検
討

す
る
こ
と
で
、
営
業
手
当
の
全
額
が
割
増
賃
金
の
対
価
で
あ
る
と
は

認
め
ら
れ
な
い
と
し
、
通
常
の
労
働
時
間
に
対
す
る
賃
金
に
当
た
る

部
分
と
割
増
賃
金
に
当
た
る
部
分
と
の
区
別
が
明
確
で
な
い
（
上
記

②
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
）
と
し
て
、
営
業
手
当
の
支
払
を
割
増
賃

金
の
支
払
で
あ
る
と
は
認
め
な
か
っ
た
（
判
旨
１
（
４
））。

こ
の
点
、
原
審
は
、
賃
金
規
定
と
給
与
辞
令
の
記
載
か
ら
営
業
手

当
は
割
増
賃
金
の
対
価
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
と
直
ち
に
結
論
付

け
た
が
、
本
判
決
は
営
業
手
当
の
性
格
に
つ
い
て
、
よ
り
慎
重
に
判

断
し
て
割
増
賃
金
の
対
価
と
し
て
の
性
格
を
否
定
し
た
も
の
と
い
い

う
る
。

本
判
決
の
判
断
枠
組
み
自
体
は
、
従
来
の
裁
判
例
で
も
見
ら
れ
た

も
の
で
あ
る２

）が
、
本
判
決
は
そ
の
判
断
過
程
に
お
い
て
、
法
令
の
趣

旨
を
判
断
材
料
の
一
つ
と
し
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
以
下
で
は
、

営
業
手
当
の
性
格
を
判
断
し
た
過
程
に
沿
っ
て
検
討
を
行
う
。

４

給
与
辞
令
の
記
載
の
考
慮

判
旨
１
（
１
）
は
、
給
与
辞
令
に
、
営
業
手
当
の
内
訳
と
し
て
時

間
外
、
休
日
、
深
夜
勤
務
手
当
の
各
金
額
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、

営
業
手
当
が
、
時
間
外
、
休
日
、
深
夜
の
各
勤
務
手
当
、

す
な
わ
ち
割
増
賃
金
の
対
価
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
と
評
価
で
き

な
く
も
な
い
」
と
し
た
。

こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
点
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
給

与
辞
令
は
Ｙ
か
ら
Ｘ
に
対
し
て
交
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の

給
与
辞
令
は
就
業
規
則
に
根
拠
を
置
く
も
の
で
は
な
く
、
判
決
で
は

給
与
辞
令
の
内
容
が
Ｘ
・
Ｙ
間
の
合
意
の
内
容
、
す
な
わ
ち
労
働
契

約
の
内
容
と
な
っ
て
い
た
と
は
認
定
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
給

与
辞
令
の
記
載
を
根
拠
に
、
営
業
手
当
が
割
増
賃
金
の
対
価
と
し
て

の
性
格
を
有
す
る
と
直
ち
に
断
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。

本
判
旨
で
、

評
価
で
き
な
く
も
な
い
」
と
い
う
、
含
み
の
あ
る
表

現
を
用
い
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
留
保
を
表
現
す
る
も
の
と
い
え
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よ
う
。

５

法
令
の
趣
旨
の
考
慮

判
旨
１
（
２
）
は
、
法
令
の
趣
旨
に
鑑
み
、
営
業
手
当
が
割
増
賃

金
の
対
価
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
と
い
え
る
か
を
検
討
し
て
い
る
。

（
１
）
営
業
手
当
が
約
一
〇
〇
時
間
の
時
間
外
労
働
の
割
増
賃
金
に

相
当
す
る
と
し
た
部
分

本
判
決
は
、
仮
に
営
業
手
当
全
額
が
時
間
外
労
働
に
対
す
る
割
増

賃
金
の
対
価
で
あ
る
と
仮
定
し
て
計
算
す
る
と
、
営
業
手
当
は
約
一

〇
〇
時
間
分
の
時
間
外
労
働
に
対
す
る
割
増
賃
金
に
相
当
す
る
と
述

べ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
賃
金
規
定
や
給
与
辞
令
の
記
載
に

鑑
み
れ
ば
、
営
業
手
当
は
時
間
外
の
他
、
休
日
、
深
夜
勤
務
に
対
す

る
割
増
賃
金
も
含
む
と
解
さ
れ
る
と
し
て
、
営
業
手
当
全
額
を
時
間

外
労
働
に
対
す
る
割
増
賃
金
で
あ
る
と
す
る
仮
定
は
相
当
で
な
い
と

の
批
判
が
あ
り
得
る
。

し
か
し
前
記
の
通
り
、
賃
金
規
定
で
は
営
業
手
当
の
定
め
が
な
く
、

給
与
辞
令
は
営
業
手
当
の
内
訳
を
明
記
し
て
い
る
も
の
の
、
労
働
契

約
の
内
容
に
な
っ
て
い
る
か
は
定
か
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
営
業

手
当
の
内
訳
は
、
賃
金
規
定
や
給
与
辞
令
か
ら
直
ち
に
確
定
で
き
る

も
の
で
は
な
い
。
仮
に
営
業
手
当
が
時
間
外
、
休
日
、
深
夜
労
働
に

対
す
る
割
増
賃
金
の
総
額
を
見
込
ん
だ
額
で
あ
る
と
し
て
も
、
時
間

外
労
働
の
み
を
行
い
、
休
日
、
深
夜
労
働
が
発
生
し
な
か
っ
た
場
合
、

営
業
手
当
の
全
額
が
時
間
外
労
働
に
対
す
る
割
増
賃
金
と
し
て
支
払

わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
本
件
に
お
い
て
は
Ｙ
が
自
ら
、
営
業

手
当
の
支
払
に
よ
り
時
間
外
労
働
に
対
す
る
割
増
賃
金
は
支
払
い
済

み
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
判
旨
の
よ
う
な
仮
定

も
さ
ほ
ど
不
自
然
で
は
な
い
。

（
２
）
法
令
の
趣
旨
の
考
慮

本
判
決
は
、
労
基
法
三
二
条
が
労
働
時
間
の
制
限
を
定
め
、
同
法

三
六
条
が
例
外
的
に
労
働
時
間
の
延
長
に
つ
い
て
定
め
、
労
働
省
告

示
第
一
五
四
号
（
三
六
協
定
の
延
長
限
度
時
間
に
関
す
る
基
準
。
以

下
、

限
度
基
準
」
と
い
う
。）
に
お
い
て
、
三
六
協
定
に
お
け
る
労

働
時
間
の
上
限
が
月
四
五
時
間
と
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

一
〇
〇
時
間
と
い
う
長
時
間
の
時
間
外
労
働
を
恒
常
的
に
行
わ
せ

る
こ
と
が
上
記
法
令
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
か
ら
、
法
令
の
趣
旨
に
反
す
る
恒
常
的
な
長
時
間
労
働
を
是

認
す
る
趣
旨
で
、
Ｘ
・
Ｙ
間
の
労
働
契
約
に
お
い
て
本
件
営
業
手
当

の
支
払
が
合
意
さ
れ
た
と
の
事
実
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」

と
し
て
、

本
件
営
業
手
当
の
全
額
が
割
増
賃
金
の
対
価
と
し
て
の

性
格
を
有
す
る
と
い
う
解
釈
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
既
に
採
用
し
難
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い
」
と
し
た
。

（
ⅰ
）
判
旨
の
論
理

本
判
決
の
判
断
は
、
常
識
論
と
し
て
は
妥
当
で
あ
る
が
、
理
論
的

に
は
や
や
疑
問
が
残
る
。
判
旨
の
表
現
で
は
、
法
令
の
趣
旨
に
反
す

る
恒
常
的
な
長
時
間
労
働
を
是
認
す
る
趣
旨
で
の
合
意
が
事
実
認
定

の
レ
ベ
ル
で
そ
も
そ
も
成
立
し
得
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
成
立
は
し

て
い
る
が
合
意
を
そ
う
し
た
方
向
で
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
趣
旨
な
の
か
が
判
然
と
し
な
い
。
ま
た
、
後
者
で
あ
る
と
し
て

も
、
一
定
の
合
意
を
否
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
強
行
法
規
に
反
す
る

ま
た
は
公
序
に
反
す
る
と
い
っ
た
理
由
づ
け
が
必
要
で
あ
る
と
解
さ

れ
る
。

（
ⅱ
）
定
額
残
業
代
と
労
基
法
の
趣
旨

労
基
法
三
六
条
は
、
法
定
労
働
時
間
（
同
法
三
二
条
）
を
延
長
す

る
場
合
に
必
要
な
手
続
を
定
め
る
も
の
で
、
三
六
協
定
の
限
度
を
定

め
る
限
度
基
準
は
、
長
時
間
に
わ
た
る
時
間
外
労
働
の
抑
制
を
図
る

目
的
で
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
法
三
六
条
の
趣
旨
に
つ
い
て

行
政
解
釈
で
は
、

時
間
外
・
休
日
労
働
は
本
来
臨
時
的
な
も
の
と
し

て
必
要
最
小
限
に
と
ど
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
労
使

が
十
分
認
識
し
た
う
え
で
労
使
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
を
期
待
し
て

い
る
も
の３

）」
と
解
さ
れ
て
い
る
。

定
額
残
業
代
の
支
払
が
そ
の
範
囲
内
で
の
恒
常
的
な
時
間
外
労
働

を
是
認
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
現
実
的
な
効４

）果５
）に

鑑
み
る
と
、
定

額
残
業
代
の
有
効
性
判
断
に
お
い
て
上
記
法
令
の
趣
旨
を
考
慮
す
る

こ
と
も
一
定
の
合
理
性
が
あ
る
と
い
え
な
く
も
な
い
。

（
ⅲ
）
限
度
基
準
の
位
置
づ
け

定
額
残
業
代
に
つ
い
て
、
何
時
間
以
上
の
時
間
外
労
働
の
対
価
と

し
て
の
合
意
が
そ
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
に
な
る
の
か
は
、
強
行
法

規
で
あ
る
労
基
法
三
二
条
、
三
六
条
か
ら
直
接
導
く
こ
と
が
困
難
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
本
判
決
は
同
法
三
六
条
二
項
に
基
づ
き
三
六
協
定

の
延
長
限
度
時
間
を
定
め
る
限
度
基
準
も
そ
れ
ら
と
併
せ
て
参
照
し

て
い
る
。

な
お
、
限
度
基
準
の
性
質
一
般
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
労
働
契

約
に
対
し
て
強
行
的
補
充
的
効
力
（
労
基
法
一
三
条
）
を
持
た
な
い

と
解
す
る
見
解
が
主
流
と
さ
れ
る６

）。
同
法
三
六
条
二
項
の
立
法
経
緯

や
条
文
上
の
規
定
（
同
法
三
六
条
三
項
・
四
項
）
か
ら
も
基
本
的
に

は
行
政
指
導
基
準
と
解
さ
れ
る７

）。
た
だ
し
、
私
法
上
の
効
力
と
し
て

は
、
時
間
外
労
働
命
令
の
権
利
濫
用
性
判
定
の
重
要
な
基
準
と
な
る

と
解
す
る
見
解８

）や
、
限
度
基
準
を
超
え
た
協
定
の
私
法
上
の
効
力
は

否
定
さ
れ
る
と
解
す
べ
き
と
す
る
見
解９

）も
あ
る
。
つ
ま
り
私
法
上
の

効
力
の
判
断
基
準
と
な
り
得
る
が
、
定
額
残
業
代
の
支
払
の
合
意
の

性
質
は
賃
金
の
支
給
方
法
に
関
す
る
合
意
で
あ
り
、
労
働
者
に
私
法

上
の
義
務
を
発
生
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
結
果
的
に
「
恒
常
的
な
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時
間
外
労
働
の
是
認
」
と
い
う
現
実
的
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
に
過

ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
判
決
に
お
い
て
、
限
度
基
準
は
定
額
残

業
代
の
合
意
の
認
定
ま
た
は
解
釈
に
お
い
て
単
に
参
考
と
す
る
程
度

で
採
用
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

（
ⅳ
）
法
令
の
趣
旨
に
反
す
る
範
囲
と
そ
の
効
果

本
判
決
の
よ
う
に
定
額
残
業
代
に
つ
い
て
、
労
基
法
の
趣
旨
に
反

す
る
合
意
の
成
立
ま
た
は
解
釈
を
否
定
す
る
と
し
て
も
、
定
額
残
業

代
で
カ
バ
ー
さ
れ
る
時
間
外
労
働
時
間
数
の
限
界10

）が
明
ら
か
に
な
っ

た
と
は
い
え
な
い
。
限
度
基
準
の
効
力
解
釈
か
ら
す
る
と
、
そ
の
限

界
を
画
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
本
件
で
労
基
法
の
趣
旨
に
反
す
る
合
意
の
成
立
ま
た
は

解
釈
を
否
定
し
た
の
は
、
営
業
手
当
の
導
入
の
経
緯
か
ら
、
営
業
手

当
に
は
従
前
の
基
本
給
の
一
部
等
が
含
ま
れ
て
い
た
と
推
認
す
る
こ

と
が
で
き
た
と
い
う
事
案
の
特
性
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
本
件

と
同
様
に
定
額
残
業
代
の
合
意
の
解
釈
に
お
い
て
労
基
法
の
趣
旨
等

を
考
慮
し
た
ザ
・
ウ
ィ
ン
ザ
ー
・
ホ
テ
ル
ズ
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル

事
件11

）で
は
、
会
社
側
は
、
職
務
手
当
が
九
五
時
間
分
の
時
間
外
賃
金

で
あ
る
と
主
張
し
た
が
、
同
判
決
は
、
職
務
手
当
は
無
制
限
な
時
間

外
労
働
の
対
価
で
あ
っ
た
と
し
て
、
限
度
基
準
等
を
根
拠
に
合
意
を

限
定
的
に
解
釈
し
、
結
論
と
し
て
職
務
手
当
は
月
四
五
時
間
分
の
時

間
外
労
働
の
対
価
と
し
て
合
意
さ
れ
た
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で

あ
る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
定
額
残
業
代
に
つ
い
て
の
合
意
の
有
効

性
を
い
ち
お
う
肯
定
し
て
こ
れ
を
限
定
解
釈
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
結
果
本
判
決
と
結
論
が
異
な
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た12

）。

６

給
与
支
給
実
態
か
ら
の
営
業
手
当
の
性
格
の
推
認

営
業
手
当
は
、
賃
金
体
系
の
変
更
の
際
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
本
判
決
は
、
判
旨
１
（
３
）
で
、
賃
金
体
系
の
変
更
の
前
後
の

給
与
の
内
訳
、
金
額
か
ら
「
営
業
手
当
に
は
、
従
前
、
基
本
給
、
住

宅
手
当
、
配
偶
者
手
当
、
資
格
手
当
と
し
て
支
払
わ
れ
て
い
た
部
分

が
含
ま
れ
て
い
た
」
と
推
認
し
た
。

定
額
残
業
代
支
払
の
有
効
性
判
断
に
お
い
て
は
、
当
該
定
額
残
業

代
の
客
観
的
性
格13

）や
当
事
者
意
思
と
い
う
主
観
的
要
素
が
判
断
材
料

と
な
る14

）。
本
件
の
よ
う
に
、
賃
金
体
系
の
変
更
に
よ
り
定
額
残
業
代

を
導
入
し
た
よ
う
な
場
合
、
変
更
の
前
後
の
実
態
や
変
更
の
経
緯
か

ら
、
賃
金
の
性
格
を
推
認
す
る
こ
と
も
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る15

）。

７

定
額
残
業
代
と
し
て
の
支
払
の
明
確
性

（
１
）
本
件
事
案
に
対
す
る
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ

本
判
決
は
、
給
与
辞
令
、
法
令
の
趣
旨
、
営
業
手
当
導
入
前
後
の

給
与
支
給
実
態
等
を
考
慮
し
て
営
業
手
当
の
全
額
が
割
増
賃
金
の
対

価
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
か
を
検
討
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
件

（82-４- ）1257 139
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賃
金
規
定
に
は
、
手
当
給
の
定
め
は
あ
る
も
の
の
、
営
業
手
当
に
つ

い
て
明
確
な
定
め
が
な
い
。
ま
た
個
別
の
労
働
契
約
上
、
営
業
手
当

が
定
額
残
業
代
と
し
て
合
意
さ
れ
て
い
た
と
す
る
証
拠
も
な
い
。
と

す
れ
ば
、
営
業
手
当
の
性
格
を
検
討
す
る
ま
で
も
な
く
、
営
業
手
当

を
割
増
賃
金
の
対
価
と
し
て
支
払
う
こ
と
が
明
確
で
な
い
以
上
、
そ

も
そ
も
本
評
釈
２
で
示
し
た
、
①
一
定
額
の
賃
金
が
時
間
外
労
働
に

対
す
る
対
価
で
あ
る
こ
と
が
明
確
で
あ
る
と
い
う
要
件
（
要
件
①
）

を
満
た
さ
な
い
と
し
て
、
定
額
残
業
代
と
し
て
の
有
効
性
を
否
定
す

る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。

（
２
）
定
額
残
業
代
の
支
払
の
明
確
性
と
定
額
残
業
代
と
し
て
の
有

効
性

前
記
要
件
①
に
つ
い
て
、
前
提
と
し
て
一
定
額
の
賃
金
が
時
間
外

労
働
に
対
す
る
対
価
と
し
て
支
払
わ
れ
る
こ
と
が
労
働
契
約
の
内
容

に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
一
定
額
の
賃

金
を
割
増
賃
金
の
対
価
と
し
て
支
払
う
こ
と
が
労
働
契
約
上
、
明
確

に
合
意
さ
れ
て
い
る
、
ま
た
は
就
業
規
則
や
賃
金
規
定
に
お
い
て
明

確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
解
さ
れ
る16

）。
さ
ら
に
、

明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
当
該
賃
金
の
性
質
を
実
質
的

に
検
討
し
、
割
増
賃
金
の
対
価
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
か
を
判
断

す
べ
き
で
あ
る17

）。

本
判
決
の
趣
旨
か
ら
や
や
外
れ
る
が
、
以
下
で
は
、
定
額
残
業
代

の
支
払
の
明
確
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
従
来
の
裁
判
例
を
参
照
す
る
。

個
別
の
労
働
契
約
上
、
定
額
残
業
代
の
支
払
に
つ
い
て
明
確
に
合

意
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
定
額
残
業
代
の
有
効
性
を
認
め
る
前
提
を

満
た
す
と
解
す
る
裁
判
例
が
あ
る
。
例
え
ば
、
中
山
書
店
事
件18

）は
、

会
社
と
従
業
員
と
の
個
別
契
約
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
年
俸
制
に
つ
い

て
、
年
俸
額
に
は
そ
の
一
〇
％
が
時
間
外
手
当
相
当
分
と
し
て
含
ま

れ
る
と
の
説
明
を
個
別
面
談
に
て
受
け
た
う
え
で
当
該
年
俸
制
に
同

意
し
た
も
の
と
し
て
、
年
俸
額
の
一
〇
％
が
時
間
外
手
当
相
当
分
と

し
て
含
ま
れ
る
と
認
め
た
。
ま
た
、
ワ
ー
ク
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
事
件19

）で

は
、
従
業
員
に
対
し
て
、
基
本
給
に
時
間
外
労
働
四
五
時
間
分
の
固

定
割
増
賃
金
を
含
む
旨
と
固
定
割
増
賃
金
額
を
明
記
し
た
労
働
条
件

通
知
書
が
交
付
さ
れ
て
お
り
、
従
業
員
ら
は
「
上
記
の
労
働
条
件
に

同
意
し
ま
す
」
と
の
記
載
の
右
横
に
署
名
を
し
た
う
え
で
同
社
に
提

出
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
判
決
は
、
基
本
給
の
中
に
固
定
割
増

賃
金
を
含
め
る
旨
の
個
別
合
意
が
成
立
し
て
い
る
と
認
め
た
。

次
に
、
就
業
規
則
や
賃
金
規
定
で
、
定
額
残
業
代
の
支
払
が
明
確

に
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
、
当
該
就
業
規
則
等
が
有
効
で
あ
る
限
り
、

そ
の
内
容
は
労
働
契
約
の
内
容
に
な
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
る

（
労
契
法
七
条
）。
Ｓ
Ｆ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
事
件20

）は
、
管
理
手
当
の

定
額
残
業
代
と
し
て
の
有
効
性
が
争
わ
れ
た
。
同
社
の
給
与
規
定
で
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は
、
管
理
手
当
は
、
月
単
位
の
固
定
的
な
時
間
外
手
当
（
時
間
外
労

働
割
増
賃
金
お
よ
び
深
夜
労
働
割
増
賃
金
）
の
内
払
い
と
し
て
各
人

ご
と
に
決
定
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
労
働
条
件
通
知
書
兼
同
意

書
に
も
管
理
手
当
が
時
間
外
手
当
の
内
払
い
と
し
て
支
給
す
る
旨
が

金
額
と
と
も
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
給
与
支
払
明
細
書
に
も
「
管
理

手
当
（
残
業
内
払
）」
と
の
記
載
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
、

同
事
件
で
は
管
理
手
当
は
時
間
外
・
深
夜
労
働
の
割
増
賃
金
の
内
払

い
で
あ
る
と
認
め
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
賃
金
規
定
に
定
額
残
業
代
の
定
め
が
あ
っ
て
も
、

明
確
性
が
否
定
さ
れ
る
事
例
も
あ
る
。
オ
ン
テ
ッ
ク
・
サ
カ
イ
創
建

事
件21

）で
は
、
賃
金
規
定
に
、
職
責
手
当
は
「
固
定
残
業
手
当
と
業
務

推
進
手
当
で
も
っ
て
こ
れ
を
構
成
し
、
固
定
残
業
手
当
部
分
を
越
え

る
時
間
外
労
働
に
つ
い
て
は
、
変
動
残
業
手
当
と
し
て
…
…
支
給
す

る
」
と
の
規
定
が
あ
る
が
、

割
増
賃
金
と
業
務
推
進
手
当
あ
る
い

は
変
動
残
業
手
当
と
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
、
固
定
残
業
手

当
と
は
何
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
明
確
に
し
た
規
定
は
な
」
く
、

業
務
推
進
手
当
に
よ
る
時
間
外
勤
務
手
当
の
支
払
が
賃
金
規
定
に

明
記
さ
れ
て
い
る
も
の
と
は
到
底
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
し

た
。な

お
、
賃
金
規
定
に
明
確
な
定
め
が
あ
っ
て
も
、
賃
金
の
実
質
を

検
討
す
る
こ
と
で
、
定
額
残
業
代
と
し
て
の
有
効
性
を
否
定
し
た
例

も
あ
る
。
ア
ク
テ
ィ
リ
ン
ク
事
件22

）で
は
、
賃
金
規
定
に
お
い
て
、
営

業
手
当
は
月
三
〇
時
間
分
に
相
当
す
る
時
間
外
労
働
割
増
賃
金
と
し

て
支
給
さ
れ
る
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
同
事
件
の
判
決
は
、
こ
の

こ
と
か
ら
営
業
手
当
が
「
定
額
残
業
代
の
支
払
と
し
て
認
め
ら
れ
る

か
の
よ
う
に
も
み
え
る
」
と
し
な
が
ら
も
、
営
業
手
当
の
支
給
実
態

等
か
ら
、
営
業
手
当
は
「
実
質
的
な
時
間
外
労
働
の
対
価
と
し
て
の

性
格
を
有
し
て
い
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
し
て
、
定
額
残
業
代

と
し
て
の
有
効
性
を
否
定
し
た
。

定
額
残
業
代
の
支
払
に
つ
い
て
就
業
規
則
等
に
明
確
な
定
め
が
あ

り
、
労
働
契
約
の
内
容
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
定
額
残

業
代
の
有
効
性
を
肯
定
す
る
前
提
で
あ
り
、
そ
の
う
え
で
定
額
残
業

代
の
有
効
性
が
実
質
的
に
判
断
さ
れ
る
。

以
上
の
裁
判
例
に
照
ら
す
と
、
本
件
で
は
営
業
手
当
の
支
払
が
時

間
外
労
働
に
対
す
る
対
価
で
あ
る
こ
と
が
、
労
働
契
約
お
よ
び
賃
金

規
定
上
明
確
と
は
い
え
ず
、
当
該
内
容
が
労
働
契
約
の
内
容
と
な
っ

て
い
た
と
は
い
え
な
い
た
め
、
７
（
１
）
の
要
件
①
を
欠
く
と
し
て

定
額
残
業
代
と
し
て
の
有
効
性
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
さ

れ
る
。
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８

本
判
決
か
ら
の
示
唆
｜
｜
定
額
残
業
代
支
払
つ
い
て
の
不
明
確

な
意
思
の
解
釈

以
上
の
よ
う
に
、
判
旨
の
一
部
に
は
疑
問
が
あ
る
が
、
本
判
決
が

判
旨
１
（
２
）
で
指
摘
す
る
「
恒
常
的
な
時
間
外
労
働
を
是
認
す

る
」
こ
と
に
な
る
と
い
う
定
額
残
業
代
の
効
果
は
、
定
額
残
業
代
の

支
払
に
つ
い
て
の
合
意
の
解
釈
に
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

本
判
決
は
、
賃
金
規
定
で
営
業
手
当
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
な

い
こ
と
を
前
提
に
、
営
業
手
当
が
割
増
賃
金
の
対
価
と
し
て
の
性
格

を
有
す
る
か
を
検
討
し
て
い
る
が
、
判
旨
１
（
２
）
の
部
分
は
、
営

業
手
当
の
支
払
に
関
す
る
不
明
確
な
意
思
の
解
釈
を
労
基
法
の
趣
旨

よ
り
検
討
し
て
い
る
と
も
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
原
審
は
、
給
与
辞
令

の
記
載
を
考
慮
す
る
こ
と
で
賃
金
規
定
に
定
額
残
業
代
と
し
て
支
払

う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
手
当
給
は
営
業
手
当
で
あ
る
と
し
た
が
、

こ
の
こ
と
は
、
賃
金
規
定
の
定
額
残
業
代
の
定
め
に
関
す
る
不
明
確

な
意
思
の
解
釈
に
つ
い
て
給
与
辞
令
の
記
載
を
考
慮
し
た
と
い
え
る
。

つ
ま
り
、
本
件
事
案
で
は
、
定
額
残
業
代
の
支
払
に
つ
い
て
の
不
明

確
な
意
思
の
解
釈
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
つ
い

て
の
判
断
の
相
違
が
本
判
決
と
原
審
の
結
論
を
異
な
る
も
の
に
し
た
。

結
論
を
分
け
た
背
景
に
は
、
本
判
決
が
、
定
額
残
業
代
の
支
払
の
合

意
が
持
つ
「
恒
常
的
な
時
間
外
労
働
を
是
認
す
る
」
と
い
う
効
果
に

注
目
し
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
定
額
残
業
代
の
こ
の
よ
う
な
効
果
に

着
目
す
る
と
、
そ
の
示
唆
を
受
け
て
、
以
下
の
よ
う
な
論
理
構
成
を

導
く
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。

定
額
残
業
代
は
恒
常
的
な
時
間
外
労
働
を
是
認
す
る
効
果
を
持
つ
。

そ
の
た
め
、
長
時
間
の
時
間
外
労
働
に
対
す
る
割
増
賃
金
に
相
当
す

る
定
額
残
業
代
支
払
の
合
意
は
、
労
働
者
に
不
利
益
な
合
意
と
解
さ

れ
得
る
。
労
働
者
に
不
利
益
な
労
働
契
約
条
項
に
対
す
る
労
働
者
の

同
意
に
つ
い
て
は
、
自
由
な
意
思
に
基
づ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
す
る
自
由
な
意
思
理
論
が
裁
判
例
に
よ
り
形
成
さ
れ
て
い
る23

）。

そ
う
す
る
と
、
長
時
間
の
時
間
外
労
働
の
対
価
と
し
て
の
定
額
残
業

代
の
支
払
の
合
意
の
場
面
に
お
い
て
も
、
自
由
な
意
思
理
論
が
適
用

さ
れ
る
余
地
が
あ
り
、
同
理
論
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
定
額
残
業
代

の
合
意
に
つ
い
て
は
慎
重
な
認
定
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え

る
。
少
な
く
と
も
、
そ
う
し
た
定
額
残
業
代
の
支
払
に
つ
い
て
の
不

明
確
な
意
思
の
解
釈
は
労
働
者
に
不
利
益
に
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な

い
。１

）

小
里
機
材
事
件
（
最
一
小
判
昭
六
三
・
七
・
一
四
労
判
五
二
三
号

六
頁
）、
高
知
県
観
光
事
件
（
最
二
小
判
平
六
・
六
・
一
三
労
判
六
五

三
号
一
二
頁
）、
テ
ッ
ク
ジ
ャ
パ
ン
事
件
（
最
一
小
判
平
二
四
・
三
・

八
労
判
一
〇
六
〇
号
五
頁
）
参
照
。
学
説
と
し
て
、
西
谷
敏
、
野
田

進
、
和
田
肇
編
『
新
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

労
働
基
準
法
・
労

判例研究
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働
契
約
法
』

日
本
評
論
社
、
二
〇
一
三
年
）
一
四
五
頁
〔
名
古
道

功
執
筆
部
分
〕。

２
）

東
建
ジ
オ
テ
ッ
ク
事
件
（
東
京
地
判
平
一
四
・
三
・
二
八
労
判
八

二
七
号
七
四
頁
）
は
、
管
理
職
の
職
務
手
当
に
一
定
の
時
間
外
労
働

に
対
す
る
割
増
賃
金
に
見
合
う
部
分
が
含
ま
れ
て
い
る
と
推
認
で
き

る
が
、
職
務
手
当
の
う
ち
時
間
外
割
増
賃
金
に
相
当
す
る
部
分
を
明

確
に
他
と
峻
別
し
え
な
い
と
し
て
、
定
額
残
業
代
と
し
て
の
有
効
性

を
否
定
し
た
。

３
）

厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
編
『
平
成
二
二
年
版

労
働
基
準
法

上
｜
｜
労
働
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
三
｜
｜
』

労
務
行
政
、
二
〇
一

一
年
）
四
七
〇
頁
。

４
）

泉
レ
ス
ト
ラ
ン
事
件
（
東
京
地
判
平
二
六
・
八
・
二
六
労
判
一
一

〇
三
号
八
六
頁
）
は
、
時
間
外
勤
務
手
当
制
度
が
「
従
業
員
に
実
際

に
恒
常
的
に
発
生
す
る
時
間
外
労
働
の
対
価
と
し
て
合
理
的
に
定
め

ら
れ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
」
と
し
て
、
残
業
代
定
額
制
の
有
効
性

を
否
定
し
た
。
裁
判
所
が
定
額
残
業
代
を
恒
常
的
な
時
間
外
労
働
の

対
価
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
表
れ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

５
）

な
お
、
ザ
・
ウ
ィ
ン
ザ
ー
・
ホ
テ
ル
ズ
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
事

件
（
札
幌
高
判
平
二
四
・
一
〇
・
一
九
労
判
一
〇
六
四
号
三
七
頁
）
で

は
、
定
額
残
業
代
の
支
払
合
意
が
時
間
外
労
働
義
務
を
発
生
さ
せ
る

と
い
う
よ
う
な
解
釈
を
し
て
い
る
が
、
こ
の
解
釈
は
適
切
で
は
な
い

と
考
え
ら
れ
、
批
判
も
あ
る
（
林
健
太
郎
「
賃
金
減
額
提
案
に
対
す

る
「
合
意
」
の
成
否
と
「
合
意
」
内
容
の
限
定
解
釈
」
季
刊
労
働
法

二
四
八
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
五
七
頁
）。

６
）

東
京
大
学
労
働
法
研
究
会
編
『
注
釈
労
働
基
準
法

下
巻
』

有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
年
）
六
二
〇
頁
〔
中
窪
裕
也
執
筆
部
分
〕。

７
）

菅
野
和
夫
『
労
働
法
（
第
10
版
）』

弘
文
堂
、
二
〇
一
三
年
）

三
五
二
〜
三
五
三
頁
。

８
）

菅
野
・
前
掲
注

７
）、
三
五
三
頁
。

９
）

中
窪
裕
也
・
野
田
進
『
労
働
法
の
世
界
（
第
11
版
）』

有
斐
閣
、

二
〇
一
五
年
）
二
五
四
頁
。

10
）

岩
出
誠
「
み
な
し
割
増
賃
金
を
め
ぐ
る
判
例
法
理
の
動
向
と
そ

の
課
題
」
菅
野
和
夫
先
生
古
稀
記
念
『
労
働
法
学
の
展
望
』

有
斐

閣
、
二
〇
一
三
年
）
三
四
八
頁
。

11
）

ザ
・
ウ
ィ
ン
ザ
ー
・
ホ
テ
ル
ズ
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
事
件
（
札

幌
高
判
平
二
四
・
一
〇
・
一
九
労
判
一
〇
六
四
号
三
七
頁
）。

12
）

な
お
、
同
事
件
の
判
断
に
つ
い
て
は
批
判
が
あ
る
（
山
下
昇

「
賃
金
減
額
と
定
額
時
間
外
手
当
の
合
意
の
有
効
性
」
法
律
時
報
八

六
巻
二
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
三
六
頁
等
）。

13
）

例
え
ば
、
販
売
手
当
が
各
店
舗
の
売
上
げ
等
に
応
じ
て
支
給
さ

れ
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
な
場
合
、
時
間
外
労
働
の
対
価
と
し
て
の

性
格
が
否
定
さ
れ
る
（
ア
ッ
プ
ガ
レ
ー
ジ
事
件
（
東
京
地
判
平
二

〇
・
一
〇
・
七
労
判
九
七
五
号
八
八
頁
））。

14
）

斎
藤
周
「
オ
ー
ル
歩
合
給
制
の
下
で
の
時
間
外
・
深
夜
割
増
賃

金
支
払
義
務
｜
｜
高
知
県
観
光
事
件
」
法
律
時
報
「
労
働
判
例
研

究
」
編
集
委
員
会
編
『
労
働
判
例
解
説
集
第
二
巻
』

日
本
評
論
社
、

二
〇
〇
九
年
）
二
三
頁
。

15
）

ユ
ニ
・
フ
レ
ッ
ク
ス
事
件
（
東
京
高
判
平
一
一
・
八
・
一
七
労
判
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七
七
二
号
三
五
頁
）
は
、

取
扱
変
更
後
の
営
業
手
当
は
」

変
更
の

経
緯
、
変
更
後
の
営
業
手
当
の
決
定
の
基
準
等
に
照
ら
す
と
」
従
来

の
技
能
手
当
と
い
う
性
格
に
営
業
実
績
に
対
す
る
手
当
と
い
う
性
格

を
加
え
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
取
扱
変
更
に
際
し
て
割
増
賃
金
額
が

重
要
な
事
情
と
し
て
考
慮
さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
後

の
運
用
に
お
い
て
は
営
業
手
当
の
額
を
決
定
す
る
際
に
時
間
外
労
働

時
間
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
と
し
て
定
額
残
業
代
と
し
て
の

有
効
性
を
否
定
し
た
。

16
）

前
掲
小
里
機
材
事
件
は
、

仮
に
、
月
一
五
時
間
の
時
間
外
労

働
に
対
す
る
割
増
賃
金
を
基
本
給
に
含
め
る
旨
の
合
意
が
さ
れ
た
と

し
て
も
、
そ
の
基
本
給
の
う
ち
割
増
賃
金
に
当
た
る
部
分
が
明
確
に

区
分
さ
れ
て
合
意
さ
れ
、
か
つ
労
基
法
所
定
の
計
算
方
法
に
よ
る
額

が
そ
の
額
を
上
回
る
と
き
は
そ
の
差
額
を
当
該
賃
金
の
支
払
期
に
支

払
う
こ
と
が
合
意
さ
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
、
そ
の
予
定
割
増
賃
金

を
当
月
分
の
割
増
賃
金
の
一
部
又
は
全
部
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
し
た
一
審
（
東
京
地
判
昭
六
二
・
一
・
三
〇
労
判
五
二
三
号
一
〇

頁
）
の
判
断
を
認
め
て
い
る
。
定
額
残
業
代
の
有
効
性
判
断
に
お
い

て
、
定
額
残
業
代
の
支
払
の
合
意
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。

17
）

定
額
残
業
代
の
有
効
性
を
認
め
た
場
合
、
当
該
賃
金
は
割
増
賃

金
の
算
定
基
礎
か
ら
除
外
さ
れ
る
。
割
増
賃
金
の
算
定
基
礎
か
ら
除

外
さ
れ
る
賃
金
（
労
基
法
三
七
条
五
項
、
労
基
法
施
行
規
則
二
一

条
）
に
つ
い
て
は
、
賃
金
の
名
称
に
関
わ
ら
ず
実
質
的
に
判
断
す
べ

き
（
前
掲
小
里
機
材
事
件
・
最
一
小
判
昭
六
三
・
七
・
一
四
）
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
一
定
の
賃
金
が
定
額
残
業
代
と
し
て
の

性
格
を
有
す
る
か
に
つ
い
て
は
実
質
的
に
判
断
す
べ
き
と
い
え
よ
う
。

18
）

中
山
書
店
事
件
（
東
京
地
判
平
一
九
・
三
・
二
六
労
判
九
四
三
号

四
一
頁
）。

19
）

ワ
ー
ク
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
事
件
（
東
京
地
判
平
二
四
・
九
・
四
労
判

一
〇
六
三
号
六
五
頁
）。

20
）

Ｓ
Ｆ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
事
件
（
東
京
地
判
平
二
一
・
三
・
二
七

労
判
九
八
五
号
九
四
頁
）。

21
）

オ
ン
テ
ッ
ク
・
サ
カ
イ
創
建
事
件
（
名
古
屋
地
判
平
一
七
・
八
・

五
労
判
九
〇
二
号
七
二
頁
）。

22
）

ア
ク
テ
ィ
リ
ン
ク
事
件
（
東
京
地
判
平
二
四
・
八
・
二
八
労
判
一

〇
五
八
号
五
頁
）。

23
）

野
田
進
「
不
利
益
な
労
働
契
約
条
項
に
対
す
る
「
労
働
者
の
同

意
」
｜
｜
フ
ラ
ン
ス
労
働
法
に
示
唆
を
求
め
て
｜
｜
」
法
政
研
究
八

一
巻
四
号
（
二
〇
一
五
年
）
三
一
七
頁
以
下
参
照
。
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